
(策定・変更)令和５年９月１日 

 

社会福祉法人 福岡市身体障害者福祉協会 行動計画 

 

 

 当法人の職員が、女性も男性も等しく能力を発揮できるよう、仕事と生活の調和の取

れた雇用環境を整備するため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１ 計画期間 令和５年９月１日～令和１０年８月３１日 

 

２ 内容 

 

目標１：時間外労働時間削減へ取り組み、有給休暇の取得促進に努める 

【対策】令和５年度～ 

・勤怠管理システムを導入し、事業所、職員ごとの時間外労働時間を正確に把 

握して分析を行い、適正配置や業務分担、シフト等の改善を行う。 

    ・勤怠管理システムを導入し、有給休暇の申請と達成日数の確認がしやすい 

環境を整え、取得の少ない職員に対しては服務担当者から取得を促す。 

 

 

目標２：男女に関わらず子育てを行う職員の仕事と生活の両立を支援する 

【対策】令和２年度より継続 

・本人または配偶者が出産予定の職員に対し、休業や給付金をはじめとする制 

度の周知と、情報の提供を行う。 

     ・育児休業後にスムーズに職場復帰するために、対象職員と面談のうえ、復帰

場所や業務内容の見直しを行う。 

         ・短時間勤務については、定められた範囲で柔軟に運用する。 

 

 

目標３：管理職（課長以上）につく女性職員の割合を５０％に増やす 

【対策】令和５年度～  

・全ての常勤職員に対し、育成面談制度を導入する。 

・全ての常勤職員に対し、階層ごとの研修制度を導入する。 

    ・管理職候補の職員に対し、公正な基準に沿った人事評価制度を導入する。 

 


